
・ 当 該 補 助 を 受 け る 住 宅 等 が 市 内
  に あ り、住 民 票 の 登 録 が あ る 夫 婦
・ 令 和 ８ 年 1 月 1 日 以 降 に 婚 姻 届
  を 提 出 さ れ た 夫 婦
・ 夫 婦 と も に 婚 姻 日 に お け る 年 齢
  が 3 9 歳 以 下 の 夫 婦

・ 令 和 ８ 年 度 に 支 出 し た 上 記 の
　 3 つ の 費 用 の い ず れ か の 項 目
　 に 該 当 す る も の

予算に限りがありますので、
検討されている場合は
                  ご相談ください。

予算に限りがありますので、
検討されている場合は
                  ご相談ください。お早めにお早めに



以下の条件をすべて満たしている方は交付対象の可能性があります

手続きについては、事前に結婚応援課までご相談ください

□ R8.1.1 ～ R9.3.31 までに婚姻届を提出し、受理されている

  ※日本方式により婚姻された夫婦に限る

□ 夫婦ともに婚姻日時点で 39歳以下である

□ 申請日において、対象となる住宅が坂井市内にあり、かつ、夫婦ともに

  当該住宅に住民登録がされている

□ 申請時から３年以上継続して本市に定住する旨の誓約ができる

□ R8.4.1 以降に支払った費用である

□ 過去にこの制度に基づく補助や他の公的制度による補助を受けていない

□ 市税を滞納していない

□ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない

当てはまらない項目がある方は

交付の対象外となります


